
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和5年4
月20日

令和5年6
月7日

令和元年12月26日付け決裁文書「未就学児
が日常的に集団で移動する経路の緊急安全
点検にかかる資料の送付について」のうち
以下のもの
・令和元年12月23日付け起案用紙
・未就学児が日常的に集団で移動する経路
の緊急安全点検及び対策の実施状況
様式１（令和元年７月18日付け「未就学児
が日常的に集団で移動する経路の緊急安全
点検等について（依頼）」又は令和元年７
月８日付け「散歩経路の緊急安全点検につ
いて（依頼）」の通知以前に着手された合
同点検に係るもの）

公開 号
こども青
少年局

幼保企画
課

保育所運
営課

令和5年4
月20日

令和5年6
月7日

・令和元年12月26日付け決裁文書「未就学
児が日常的に集団で移動する経路の緊急安
全点検にかかる資料の送付について」のう
ち以下のもの
・未就学児が日常的に集団で移動する経路
の緊急安全点検及び対策の実施状況
様式１及び様式Ａ（令和元年７月９日付け
「散歩経路の緊急安全点検について（依
頼）」、令和元年７月18日付け「未就学児
が日常的に集団で移動する経路の緊急安全
点検等について（依頼）」又は令和元年７
月８日付け「散歩経路の緊急安全点検につ
いて（依頼）」の通知以後に着手された合
同点検に係るもの）・・・文書ａ

・（本市の依頼文（公立保育所分））
令和元年７月９日付け決裁文書「散歩経路
の緊急安全点検について（依頼）」のうち
以下のもの
・令和元年７月９日付け「散歩経路の緊急
安全点検について（依頼）」一式・・・文
書ｂ

部分公開 1 2 5 号
こども青
少年局

幼保企画
課

保育所運
営課

こども青少年局　４月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当
号）



請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当
号）

令和5年4
月20日

令和5年6
月7日

・放課後児童クラブから提出された
様式１放課後児童クラブ用
・
国に報告した様式２
市町村放課後児童クラブ担当部局用

・（令和３年10 月 18 日付け「放課後児童
クラブの来所・帰宅経路の安全点検の実施
について（依頼）」にかかるもの

・国に報告した調査票
・放課後児童クラブから提出された
様式１放課後児童クラブ用

・（令和４年５月25日付け「放課後児童ク
ラブの来所・帰宅経路の安全点検 結果の
フォローアップについて」にかかるもの）

部分公開 1 4 号
こども青
少年局

青少年課

幼保企画
課

こども青
少年局

号不存在

・令和元年６月18日付府政共生160号ほか
「未就学児が日常的に集団で移動する経路
の交通安全の確保の徹底について」（以下
単に「内閣府等通知」という）において、
記載のある合同点検に関する以下のもの。
なお、内閣府等通知によらない交通安全に
関する取組みであって、複数の関係機関が
合同点検を行ったものについては対象に含
める。（令和元年～３年度分）

（オ）　（内閣府通知によらない場合）点
検の実施について、教育長・首長・上席
（部制の自治体においては部長以上、その
他は副市町長をいう）の指示による場合は
その指示内容・指示した年月日がわかるも
の

・令和元年５月８日に発生した大津市大萱
６丁目交差点における未就学児死傷事故を
受けて、実施したもので、内閣府等通知
（令和元年６月18日付府政共生160号ほか
「未就学児が日常的に集団で移動する経路
の交通安全の確保の徹底について」）によ
らない交通安全に関する取組みであって、
いわゆる「先行して実施している点検及び
緊急安全点検」（以下「先行点検」とい
う）に関する以下のもの。（令和元年度
分）

（ア）	 点検対象、点検場所をはじめ点検項
目・点検ポイントがわかるもの（要領の
類）

（エ）　先行点検の実施について、教育
長・首長・上席（部制の自治体においては
部長以上、その他は副市町長をいう）の指
示による場合はその指示内容・指示した年
月日がわかるもの

令和5年6
月7日

令和5年4
月20日


